
令和元年度第２回 かわさき犬・猫愛護ボランティア会議 

日 時  令和元年１２月２５日（水）  

１４時３０分～１６時３０分 

場 所  川崎市動物愛護センター    

ＡＮＩＭＡＭＡＬＬかわさき  

           ３階ヒルズ研修室  

１ 挨拶 

２ 議題 

（１） 改正動物の愛護及び管理に関する法律等について 

（２） かわさき犬・猫愛護ボランティアの登録状況について 

（３） ＡＮＩＭＡＭＡＬＬかわさきの利用状況等について 

（４） 事務連絡 

３ 区ごとの情報交換等 
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動物の愛護及び管理に関する法律の主な改正内容
１．動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
２．第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
①登録拒否事由の追加
②環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
遵守基準：飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等
③犬・猫の販売場所を事業所に限定
④出生後56日（８週）を経過しない犬又は猫の販売等
を制限

３．動物の適正飼養のための規制の強化
①適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
②都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検
査等を規定
③特定動物（危険動物）に関する規制の強化
・愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物同士の交雑
種を規制対象に追加

④動物虐待に対する罰則の引き上げ

４．都道府県等の措置等の拡充
①動物愛護管理センターの業務を規定
②動物愛護管理担当職員の拡充
③所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合
を規定

５．マイクロチップの装着等
①犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・
登録を義務 付ける（義務対象者以外には努
力義務を課す）
②登録を受けた犬猫を所有した者に変更
届出を義務付ける

６．その他
①殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
②獣医師による虐待の通報の義務化
③関係機関の連携の強化
④地方公共団体に対する財政措置
⑤施行後５年を目途に必要な措置を講ずる検討

2019年改正！

全65条 全99条
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施行日（附則第１条）

○公布から３年以内（令和4年6月予定）

○公布から２年以内（令和3年6月予定）

○公布から１年以内（令和２年6月1日施行）

マイクロチップの装着・登録義務等、マイクロチップ
関連の規定

環境省令等で定める動物取扱業者の遵守基準
出生後５６日を経過しない犬・猫の販売規制
※いわゆる８週齢規制

下記以外の改正事項全般

2019年改正！ 附則第1条

※施行日：法律の効力が発動される日
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第１種動物取扱業による適正飼養等の促進等
環境省令で定める遵守基準を具体的に明示

遵守すべき事項として７項目を規定（第21条第２項：新規）

①飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理
に関する事項

②動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
③動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
④動物の疾病等に係る措置に関する事項
⑤動物の展示又は輸送の方法に関する事項
⑥動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することがで
きる動物の選定その他の動物の繁殖方法に関する事項

⑦その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

これらの基準は、できる限り具体的なものでなければならない（同条第３項）

今後の検討会で検討

2019年改正！

犬猫の場合

第21条第2項
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第１種動物取扱業による適正飼養等の促進等

（現行）第１２条第１項

○第３号
・登録の取消処分があった日から
２年を経過しない者

○第４号
・登録を取り消された法人の役員
であった者で、取消後から２年を
経過しない者

○第６号
・各関係法令で罰金以上の刑に処
され、その執行後２年を経過しな
い者

登録拒否事由の追加

（改正後）第１２条第１項

○第３号
・登録の取消処分があった日から５年を経過しない
者

○第４号
・登録を取り消された法人の役員であった者で、取
消後から５年を経過しない者

○第６号
・各関係法令（対象行為を拡大＊）で罰金以上の刑
に処され、その執行後５年を経過しない者
＊外国為替及び外国貿易法による罰金以上の刑等

○第８号
・法人であって、その役員又は環境省令で定め
る使用人のうちに前各号のいずれかに該当する
者があるもの

◎拒否期間の延長、関連違反法令の追加

2019年改正！ 第12条第１項

8



第１種動物取扱業による適正飼養等の促進等
○犬・猫等の販売場所を事業所に限定
第１種動物取扱業者は、動物を購入しようとする者に対し、
その事業所において、販売に係る状態を直接見せ、説明を行う。
（第２１条の４）

販売事業所外での対面説明等の禁止

2019年改正！

○第１種動物取扱業の登録取消後の勧告
都道府県知事は、取消後2年間、勧告、命令、報告徴収、

立入検査が可能

○勧告に従わない事業者の公表
都道府県知事は、勧告を受けた者が期限内に従わなかったときは、
その旨を公表することができる

第21条の４

第23条第3項

第24条の2
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2019年改正！

第１種動物取扱業による適正飼養等の促進等
第21条の５

○動物に関する帳簿の備付け等
第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定め
る取扱いを業として営む者（動物販売業者等）は、環境省令で定めると
ころにより、帳簿を備え、その所有し又は占有する動物について、その
所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死
亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなけれ
ばならない。

２動物販売業者等は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める
期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
二当該期間中に新たに所有し、又は占有した動物の種類ごとの数
三当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた動物の当該事
実の区分ごと及び種類ごとの数

四当該期間が終了した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
五その他環境省令で定める事項

↓定期報告
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第二種動物取扱業者における準用規定
ー動物の帳簿の備付け等

犬猫等の譲渡しを行う第二種動物取扱業者につい
ては、第21条の５第1項の規定を準用する。

2019年改正！ 第24条の４ 第2項
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2019年改正！

第１種動物取扱業による適正飼養等の促進等
第22条

○動物取扱責任者

第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定める
ところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、
十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうち
から、動物取扱責任者を選任しなければならない。

《現行法省令 第3条第1項第5号》
半年以上の実務経験 or 教育機関の卒業 or 資格

13

幼齢の犬猫の販売等の制限（販売日齢の規制）

●本則●
（幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限）
第二十二条の五 犬猫等販売業者（販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。）は、その繁殖を行つた犬又は
猫であつて出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は
展示をしてはならない。 ●附則●（経過措置）

改正法施行後３年間（H25.9.1 H28.8.31） ４５日
Ｈ28.9.1 「別に法律で定める 」まで ４９日

当該附則を削除
（本則の56日齢が適用）

平成24年改正

今回改正

●原始附則●
（指定犬に係る特例）
２ 専ら文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第１項の規定により天然記念物として指定された犬
（以下この項において「指定犬」という。）の繁殖を行う第22条の５に規定する犬猫等販売業者
（以下この項において「指定犬繁殖販売業者」という。）が、犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場
合における当該指定犬繁殖販売業者に対する同条の規定の適用については、同条中「56日」とあるのは、
「49日」とする。

天然記念物指定犬の特例措置

（施行日）公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日

指定犬：秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬
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マイクロチップの装着等の義務化

①犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着、情報登録の義務化

②MCを装着した犬猫を譲り受けた者については、変更登録の義務化
※犬猫販売業者以外については、装着は努力規定

③狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例（ワンストップサービス化）

④都道府県等による所有者への指導・助言（努力義務）

⑤環境大臣による指定登録機関の指定

○MC装着に伴う犬の情報登録時には、市町村 に通知
○装着されたMCは、狂犬病予防法上の鑑札とみなす

（第３９条の７）

○大臣が指定する者に、登録等の業務を行わせることができる
○環境省は、事業計画の認可、立入検査等を行う
○登録機関が複数ある場合には、相互に連携を図る

（第３９条の１０ ２６）

第39条の2～第39条の26
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動物の適正飼養のための規制の強化

①適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化

○第３７条（要約）
犬又は猫の所有者は、動物がみだりに繁殖し、適正な飼養
が困難となるおそれがある場合は、繁殖防止のために生殖
を不能にする手術等の措置を講じなければならない。

↑努力義務から義務化へ

第37条
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動物の適正飼養のための規制の強化
都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査を規定

②不適正飼養に係る指導等の拡充
・不適正飼養により、生活環境が損なわれていると認めるとき
は、原因者に対し指導、助言を行うことができる。

・多頭飼育に限定しない
・飼養管理を行う者に限定しない

③不適正飼養者への立入権限の付与
・不適正飼養に起因して動物が衰弱する等、虐待のおそれがあ
ると認められる場合

原因者全般への指導権限を付与

報告徴収、立入検査の権限を規定

第25条第1項

第25条第5項
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犬猫の引取り（第35条）
都道府県等が、犬又は猫の引取りをその所有者から求めら
れた場合は、引取りを行わなければならない。

「犬及び猫の引取り及び負傷動物等の収容に関する措置」
• 保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者への譲
渡し及び殺処分とする。

ただし、動物取扱業者から引取りを求められた場合や
引取りを繰り返し求められた場合などは、引取りを拒
否することができる。
（引取りを拒否された業者が、万が一その犬猫を遺棄した場合は、法第44
条による罰則の対象となる。）
都道府県等は、引き取った犬又は猫の返還及び譲渡に
努める義務。

都道府県等による犬猫の引取り

昭和48年総理大臣決定→平成18年環境省告示

前
回
改
正
で
追
加
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所有者不明の犬猫の引取拒否事由の追加

（所有者不明の犬猫の引取り）

• 都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引
取りを求められたときは、これを引き取らなければな
らない。ただし、周辺の生活環境が損なわれる事態
が生ずるおそれがないと認められる場合その他の
引取りを求める相当の事由がないと認められる場
合として環境省令で定める場合には、その引取りを
拒否することができる。

※下線部が改正により新たに適用される部分

第35条第1項、第3項
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許可申請

審
査

飼
養
保
管 許可の取消し

基準不適合

許可

措置命令
有効期間

特定動物（危険動物）の飼養許可

施設・飼養保管基準

報
告
徴
収
・
立
入
検
査

○アミメニシキヘビ

○クマ

○ヒクイドリ

○チンパンジー

○特定動物が交雑して生じた動物も、特定動物として扱う

○特定動物の愛玩目的での飼養を禁止
（第25条の２、第26条）

第25条の2

令和2年3月2日から事前申請が可能
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主な罰則
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 ２年以下の懲役又は

２００万円以下の罰金
愛護動物をみだりに虐待した者
愛護動物を遺棄した者
無許可で特定動物を飼養保管した者 ６ヶ月以下の懲役又は

１００万円以下の罰金
無登録で第１種動物取扱業を営んだ者 １００万円以下の罰金

無届出で第２種動物取扱業を営んだ者 ３０万円以下の罰金

不適切な多頭飼育者が措置命令に違反し
た場合

５０万円以下の罰金

動物愛護管理法の主な罰則

１年以下の懲役又は
１００万円以下の罰金

５００

赤字は、

第44条第1項

第44条第2項、3項

５
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都道府県等の措置等の拡充
①動物愛護管理センターの業務を規定
○都道府県等は、動物愛護管理に関する事務を所掌する部局又は施設が、動物
愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする
※動物愛護管理センターが行う業務
（１）動物取扱業の登録、届出、並びに監督
（２）動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収、立入検査
（３）特定動物の飼養又は保管の許可、監督
（４）犬・猫の引取り、譲渡し等
（５）動物の愛護及び管理に関する広報その他啓発活動
（６）その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務

②動物愛護管理担当職員の位置づけの明確化
（１）｢動物愛護管理担当職員｣と規定
（２）動物愛護管理担当職員の必置化
（３）指定都市及び中核市以外の市町村（特別区を含む。）については、必置では

なく努力規定

第37条の2

第37条の3

※中核市は（４）～（６）に掲げる業務

③動物愛護推進員の委嘱の努力義務化 第38条

都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者
のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする（※）。

※改正前は「できる規定」
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その他

②関係機関の連携の強化

①獣医師による虐待の通報の義務化
○みだりに殺された、傷つけられた、虐待されたと思われる動物を発見した
際に、遅滞なく都道府県等に通報することを義務化

↑ 努力義務から義務化へ

以下に関する自治体への情報提供、技術的助言等を国の努力義務として追加
（１）動物愛護管理担当職員の設置
（２）畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務の担当部局、民間団体との連携強化
（３）地域における犬猫等の動物の適切な管理に関する情報提供、技術的助言

第41条の2

第41条の4
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令和元年度第２回かわさき犬・猫愛護ボランティア会議

川崎市の動物救援体制について

川崎市健康福祉局保健所生活衛生課

令和元年１２月２５日

動物救援本部の役割

川崎市動物救援本部は、動物愛護センター等に
設置される動物救護センターの運営や動物救援ボ
ランティアの運営等の中心的役割を果たし、動物救
援活動を速やかに行います。

① 負傷した犬や猫等の保護収容及び治療

② 飼育困難になった動物の一時保管等の相談

③ 動物の同行避難が認められた避難所での動物

の適正飼養及び健康相談

動物救援ボランティア

（１）登録

登録は本部もしくは動物救護センターで行う。所定
の同意事項について説明を行ったうえで、同意でき
る場合は、本人の署名をもって、ボランティア登録と
し、ボランティア証を交付する。

（２）活動

主に動物救護センターで責任者の指示のもと、作
業を行う。

動物救援本部立上げ訓練

〇実施日：令和元年８月９日（金）

〇会場：川崎市動物愛護センター

〇訓練参加者

・公益社団法人川崎市獣医師会理事・事務局

・健康福祉局保健所生活衛生課職員

・健康福祉局保健所動物愛護センター職員

・平和会ペットメモリアル

・中原区役所衛生課、危機管理担当職員

・総務企画局危機管理監
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台風第１９号への対応

令和元年１０月１８日、川崎市動物救援本部を設置し、

公益社団法人川崎市獣医師会の会員の動物病院等で

被災ペットの一時預り支援を開始した。

○対象

台風１９号により自宅の被害を受けた市内在住の方

○相談窓口

川崎市動物救援本部（公益社団法人川崎市獣医師会）

○動物救護施設

公益社団法人川崎市獣医師会会員動物病院

川崎市動物愛護センターＡＮＩＭＡＭＡＬＬかわさき

被災ペット一時預り実績

〇中原区 ２件 犬２頭

獣医師会動物病院で一時預り

飼い主に返還

〇高津区 ２件 犬４頭

・犬３頭を獣医師会動物病院で２週間一時預り

２週間後、動物救護センター（動物愛護センター内）

へ移送、現在預り中

・犬１頭を獣医師会動物病院で一時預り中

年明け、動物救護センターへ移送予定



かわさき犬・猫愛護ボランティア登録状況について

１ 第１１期かわさき犬・猫愛護ボランティアについて

（１）活動期間 令和元年１１月１日～令和３年１０月３１日（２年間）

（２）各区内訳（人数）

２ 業務支援ボランティアの種類と各人数(暫定)（12月 25日現在）

３ かわさき犬・猫愛護ボランティアに係る講習等スケジュール

講習会・研修会等 開催日

第 11期かわさき犬・猫愛護ボランティア講習会 令和元年 10月 17日(木) 
いのち・ＭＩＲＡＩ教室等支援ボランティア意

見交換会

令和元年 11月 13日(水) 

適正飼養キャンペーン（センター周辺の清掃・チ

ラシ配布）（雨のため中止）

令和元年 11月 27日(水)・28日(木) 

業務支援ボランティア共通基礎研修 令和元年 11月 26日(火)・
12月 4日(水)・8日(日)・18日(水) 

ノーズワーク 令和元年 12月 5日(木)・12日(木) 
成猫飼養管理支援ボランティア研修 令和元年 12月 19日(木) 

令和 2年 1月 9日(木) 
譲渡会運営支援ボランティア研修 令和 2年 1月 12日(日) 
業務支援ボランティア個別面談 令和 2年 1月下旬～2月上旬
業務支援ボランティア合否連絡 令和 2年 2月中旬～
業務支援ボランティア個別研修 令和 2年 2月下旬～

区名 継続 新規 合計

川崎 11 10 21 
幸 8 13 21 
中原 10 22 32 
高津 12 9 21 
宮前 11 11 22 
多摩 12 6 18 
麻生 4 9 13 
合計 68 80 148 

いのち・ＭＩＲＡＩ教室等支援ボランティア 16人
啓発物作成ボランティア 8人
成猫飼養管理支援ボランティア 30人
子猫飼養管理支援ボランティア 11人
成犬飼養管理支援ボランティア 32人
譲渡会運営支援ボランティア 22人
植栽等清掃支援ボランティア 2人

合計 121人
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ANIMAMALLかわさきの利用状況等について
１ 来場者数について

※ ２月から１１月までの来場者数：２０，５９７人

※ １日あたり平均で平日約６５人、日曜日約２６２人の来場者

※ 旧センターでの年間来場者数は、約２，３００人

※ 新センター開設に向けた年間想定来場者数は、約７，０００人

２ バックヤードツアーについて

※ 原則、毎週日曜日・水曜日

※ １１時～、１４時～、１５時～に実施（４５分～１時間）

※ 本年４月から１１月までに延べ４７回、１９２人に対して実施
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３ 施設貸出について
 ・ヒルズ研修室（定員１０８名）

 ・市民協働室１（定員 １８名）

 ・市民協働室２（定員  ６名）

 貸出対象

・登録団体（市内でボランティア活動等、市民活動や公益性のある活動を主たる目的とし

て活動する団体） ※現在５団体

※ 市民協働室２は、講師控室としての利用実績あり
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主なイベント等

令和元年
１２月

令和元年第２回ボランティア会議

令和２年
１月

動物愛護センター業務支援ボランティア面接

２月 動物愛護センター業務支援ボランティア個別研修（～３月まで）

３月

４月

５月

６月

７月 令和２年度第１回ボランティア会議

８月

９月
９月２０日（日）～９月２６日（土）　動物愛護週間
動物愛護フェアかわさき２０２０　　　動物慰霊祭

１０月

１１月 適正飼養キャンぺーン

１２月

備考

● 令和２年第２回ボランティア会議は下半期に開催予定
● ボラカフェは、偶数月の第２木曜日１５時から、
　 動物愛護センター市民協働室１で開催。

スケジュールにつきましては、変更になる可能性があります。

かわさき犬・猫愛護ボランティア
令和元年～令和２年スケジュール

令和元年１２月２５日
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